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広　告 広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へどうぞ広　告

もりおかインフォ
※特に記載がない場合、費用は無料

　
も
り

けんに挑戦
！

令和６年度３級問題（正解は12ページに掲載）
　「盛岡手づくり村」で実際に製作体験ができるのはどれですか。
　①冷麺　②桐箪

たん

笥
す

　③ゆべし　④南部鉄器

広報ＩＤ：市ホームページ
のトップページにある検
索窓に入力すると、詳細
情報を閲覧できます。

 日時　  場所　  対象、定員　  託児
 費用　  申し込み　  広報ID

マークの
見方

もりおかであいサポーター
養成講座＆交流会

いわて結婚支援センター
☎・ファクス656-0206

結婚を希望する人をサポートする
ボランティアを養成します。

 １月17日㈯10時～11時半
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 20人
 電話・ファクス・応募

フォーム：受け付け中

はーとふる結婚相談会
いわて結婚支援センター

☎・ファクス656-0206

出会いから結婚に向けた悩みを相
談し不安の解消を目指します。

 ①１月17日㈯13時～17時②18
日㈰９時半～16時半

 ①プラザおでって（中ノ橋通一）
②キオクシア アイーナ（盛岡駅西
通一）

 ①独身の子を持つ家族②独身
の人※20歳以上

 電話・ファクス・応募フォーム：
受け付け中

不思議な話＆イラスト
もりおか町家物語館　☎654-2911

 machiya@iwate-arts.jp

①実際に体験した不思議な話や②
町家で会いたいお化けのイラスト
を募集します。詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

 〠020-0827鉈屋町10-８もり
おか町家物語館に郵送または持参。
２月15日㈰必着。メールでも受け
付けます

 1055146

盛岡広域都市計画に関する
変更案の縦覧と説明会
市街地整備課　☎639-9061

盛岡広域都市計画中ノ橋通一丁目
地区第一種市街地再開発事業の
変更案の①縦覧と②説明会を開
催し、③変更案への意見を募集し
ます。詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

 ①１月16日㈮～30日㈮※土・日
曜を除く②１月16日18時半から

 ①同課（市役所都南分庁舎２
階）②プラザおでって（中ノ橋一）

 ③〠020-8532（住所不要）市
街地整備課に郵送または持参。１
月30日㈮必着。持参は同日17時
まで

 1055140

創業機運醸成イベント
立地創業支援室　☎626-7551

I
イ ン テ ィ ラ ッ ク

NTILAQ東北イノベーションセンタ
ーの佐々木大

ひろし

センター長による起
業に必要な知識や、地域・会社の
生き残りの条件についての講座。

 １月18日㈰13時半～15時半
 産学官連携研究センター（上田

四）
 応募フォーム：１月13日㈫まで
 1049756

子ども・子育て支援フォーラム
こども家庭センター

☎613-7521　ファクス652-3424

スクールソーシャルワーカーの砂
田麻

あ さ

子
こ

氏によるヤングケアラーを

テーマにした講座。
 １月31日㈯13時半～16時
 市総合福祉センター（若園町）
 100人　
 電話・ファクス・応募フォーム：

１月28日㈬まで
 1055145

差し押さえ物件の公売
納税課　☎613-8466

市が差し押さえた不動産などをイ
ンターネットオークションで公売し
ます。公売物件など詳しくは、市ホ
ームページをご覧ください。

 ▶せり売り：２月２日㈪13時～
４日㈬23時▶入札：２月２日13時
～９日㈪13時

 申込期間：１月８日㈭13時～26
日㈪23時　  1010803

ミツバチの飼育届
盛岡広域振興局農政部農業振興課

☎629-6603

ミツバチを飼育している人は蜜蜂
飼育届を提出する必要があります。
詳しくは、同課へお問い合わせく
ださい。

 １月31日㈯まで　
 1037382

食文化伝承会
～盛岡地方の食文化を味わう～
盛岡地方農業農村振興協議会事務局

☎629-6726

郷土食作りを通じて交流し、盛岡
地方の食文化への理解を深めます。

 ２月19日㈭13時半～15時半
 矢巾町活動交流センター（矢巾

町）　  10人※先着順
 電話・応募フォーム：

受け付け中

時間外外来を停止
岩手医科大学附属病院　☎613-7111

同病院では救急車以外の時間外
外来の受け入れを停止します。同
病院に通院中の人や他院での受
け入れが困難な小児科・産科・耳
鼻咽喉科・眼科・歯科の患者は引
き続き対応します。受診前に必ず
電話でご相談ください。詳しくは、
同病院へお問い合わせください。

 １月13日㈫から

ギャンブル依存症セミナー＆
相談会

全国ギャンブル依存症の会
☎090-5598-6575

精神科医師などによる①セミナー
と②相談会。

 １月25日㈰①13時～15時②15
時から

 一関文化センター（一関市）
 ①150人②８組※ギャンブル依

存症の問題を抱える人やその家
族、支援者

 ②応募フォーム：１月
25日㈰まで

国道46号盛岡西バイパス
４車線化

国土交通省東北地方整備局
岩手河川国道事務所工務第二課

☎624-3131

国道46号盛岡西バイパス（永井～
上厨川）が全線４車線で開通しま
した。詳しくは、同事務
所のホームページをご覧
ください。

はたちの献血キャンペーン
厚生労働省医薬局血液対策課

☎03-3595-2395

献血に関する理解を深めるため、キ

お知らせ

募　集
ャンペーンを実施します。
詳しくは、厚生労働省ホー
ムページをご覧ください。
　

寄付をいただきました

■盛岡市バドミントン協会

バドミントンネット10基。スポーツ
の推進のために。
■久慈地域エネルギー㈱
　若林治男代表取締役
300万円。クマ対策と地球温暖化
対策の推進のために。

　18歳までの子どもを養育し、次のいずれかに該当する場合などに、
所得額や子どもの人数により支給します。ただし、本人または扶養義
務者の人の所得が一定額以上ある場合は支給されません。
・離婚などで父または母がいない子どもの親
・父または母が重度心身障がい者の家庭
・父母に代わって子どもを育てている人
【支給額】

▲

１人：月1万1010円～４万6690円▲

２人以上：子ども１人の金額に月5520円～１万1030円を加算

　18歳までの子を養育している人に支給します。夫婦別居の場合な
どは、児童と同居している親へ優先して手当を支給できる場合があり
ます。児童養護施設などに入所している児童の手当は施設へ支給さ
れます。
【支給額】

▲

３歳未満の第１、２子：月１万5000円▲

３歳以上の第1、２子：月１万円

▲

第３子以降：月３万円　

子ども青少年課☎613-8354

児童手当や児童扶養手当のお知らせ児童手当や児童扶養手当のお知らせ

1 児童手当　  1002493

2 児童扶養手当　  1002494

　市は、表のとおり市営住宅の入居者を募集します。
【入居可能日】３月１日㈰
【入居資格】次の全てに該当する人①現在、住宅に困っている②世帯の収入月額
が法定の基準内である③住民税を滞納していない④過去に市営住宅に入居した
際に家賃などを滞納していない⑤本人も同居する人も暴力団員でない※入居に
は連帯保証人と敷金（家賃の３カ月分）が必要
【申し込み】１月７日㈬～14日㈬、９時～17時（土・日曜と祝日は除く）、同セン
ター（中ノ橋通一、106ビル９階）で受け付け。本人か同居する家族（単身者は本
人）が手続きしてください。申込用紙は、同センターと市役所本庁舎８階の建築
住宅課、１階の窓口案内所、各支所・出張所に備え付け

 市営住宅指定管理センター☎622-7030 　
 1016801

盛 岡 駅 西 通 アパ
ート（盛岡駅西通
一）は随時募集し
ています

表　入居者を募集する市営住宅
住宅名（所在地） 応募できる世帯 階数 戸数 家賃 間取り高・障 単身 一般
北厨川アパート
※１（厨川二） ○ １階 １ 1万9600円～3万8600円

６・６・4.5・DK北厨川アパート
（厨川二）

○ ２階 １ 1万9100円～3万7400円○ １
○ ○ ○ ４階 １ 1万8500円～3万6300円○ ○ ○ １

谷地頭アパート
（厨川五） ○ ○ ３階 １ 1万1400円～2万2400円 ６・4.5・３・DK

月が丘アパート
※２（月が丘三）

高齢者世話付住宅 ３階 １ 2万2200円～4万3600円 6.5・６・DK

４階 １ 2万200円～3万9600円 6.5・6.5・DK
○ ○ １ 2万3600円～4万6300円 7.5・6・DK

観武台住宅
（月が丘三） ○ ○ ２階

建て １ 1万6500円～3万2500円 ５・4.5・３・DK
青山三丁目アパー
ト※２（青山三） ○ ○ １階 １ 2万1600円～4万2400円 6.5・6.5・DK

前九年アパート
（前九年三）

車イス常用 1 1万7400円～3万4100円 ６・DK
○ ○ ３階 １ 1万8300円～3万5900円６・６・4.5・DK

川目アパート
（東山一）

車イス常用 １階 １ 1万4700円～２万9000円 ６・DK
○ ○ ４階 １ ６・６・3.5・DK

仙北西アパート
（西仙北一）

中学生以下の子と
同居 ５階

１ 2万1800円～4万2800円
８・６・4.5・DK１ 2万2700円～4万4600円

○ ○ １ 2万3300円～4万5800円

柿の木アパート
（西見前12）

○ ○ ３階 １ 1万8900円～3万7100円
６・６・4.5・DK○ ○ ４階 １ 1万8000円～3万5400円

○ ○ １ 1万8600円～3万6500円
夏間木第２団地
（好摩字芋田向） ○ ○ 平屋 １ 1万3400円～2万6300円 ６・5.5・DK
夏間木第３団地
（好摩字夏間木） ○ ○ ２階

建て １ 1万6100円～3万1600円 ６・６・６・DK

市営住宅の入居者募集

＜応募できる世帯について＞

※１　�入居者などが住戸内で孤独死し、発見の遅れによる特殊清掃又は大規模
リフォームなどが行われた住宅（事故住宅）

※２　エレベーター付き

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談 １/８㈭
17時半～19時 納税課（市役所本庁舎２階） 納税課

☎613-8462
空き家・
不動産相談★

１/14㈬
10時～15時

全日本不動産協会岩手県本部
（八幡町）

同岩手県本部
☎625-5900

補聴器相談★ １/21㈬
10時～11時半

盛岡地域福祉センター
（手代森14）

同センター
☎696-5640

ひとり親家庭
特別（法律）
相談★

１/23㈮
10時～15時

県福祉総合相談センター
（本町通三）

ひとり親家庭等
就業・自立支援
センター
☎623-8539

★要事前申し込み

診療時間外に具合が悪くなったら
■症状が比較的軽い場合は、「初期救急医療機関」へ

名称 所在地・電話番号 診療時間 診療科目

市夜間急患
診療所

神明町３-29
（市保健所２階）
☎654-1080

19時～23時半 内科・小児科
※年中無休。受け付けは23時まで。マスク着用・
手指消毒などの感染対策にご協力ください。発熱ま
たは喉の症状がある人は、受付にお伝えください

市立病院 本宮五丁目15-１
☎635-0101

平日 17時15分～ 内科・外科土・日曜、祝日 ８時半～
�※内科または外科医師のみの場合がありますので、
来院前に市立病院へお問い合わせください 

休日救急
当番医

休日救急当番医・
薬局のとおり☆

９時～17時（歯科は15時まで、
薬局は17時半まで）※休憩時
間帯がある場合があります

内科・外科
小児科・歯科
薬局

　　 内科　　　 外科・整形外科
 小児科　  歯科　  薬局

☆休日救急当番医・薬局
※往診はできません。混雑状況などにより
　早めに受付を終了する場合があります

日 区分 名称 所在地 電話番号

１/11
㈰

小坂消化器内科クリニック 永井24-３-７ 605-6050
平野医院 西青山二丁目18-60 648-1395
もりた整形外科 山岸一丁目３-８ 652-5858
西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
松嶋歯科医院 本宮一丁目９-８ 634-0488
エムツー調剤薬局永井店 永井24-３-８ 605-7050
すみれ薬局 西青山二丁目18-57 645-2311
かるがも薬局山岸店 山岸一丁目３-11 623-9696
あおば薬局桜小路店 上田一丁目20-１ 656-1250

１/12
㈪

おおどおり鎌田内科クリニック 大通二丁目７-23 606-5161
本間内科医院 上田二丁目20-13 622-5970
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
なおや脳神経・頭痛クリニック 本宮字小板小瀬13-4 656-3708
よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
松舘歯科医院 太田七丁目２-48 659-2566
大通よつば薬局 大通二丁目7-20 681-4091
ワカバ薬局 材木町６-15 622-3067
おおたばし調剤薬局 本宮字小板小瀬13-８ 656-3131
ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

１/18
㈰

ゆい内科呼吸器科クリニック 向中野二丁目54-18 631-1159
西松園内科クリニック 西松園三丁目22-１ 662-1622
くろだ脳神経・頭痛クリニック 神明町10-38 653-3522
吉田小児科 梨木町2-13 652-1861
三善歯科医院 西青山二丁目18-４ 647-7666
むかいなかの調剤薬局 向中野二丁目54-12 631-3100
すずらん薬局 西松園三丁目22-２ 663-7004
あすなろ薬局 中ノ橋通一丁目14-９ 623-8880
レミディ薬局 中ノ橋通一丁目14-８ 652-1300
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345

２次救急医療
機関の受入診
療科はこちら

▶受診の際は、医療費とは別に定額負担料金が必要になる場合
があります。
▶各病院で、その日の当直診療科が異なります。
事前に各医療機関に問い合わせるか、市医師会のホームペー
ジをご覧ください。

■入院が必要と思われる場合と初期救急医療機関が診
療していない時間は「２次救急医療機関」へ

　子どもを養育している人に、各種手当を次のとおり支給しま
す。申し込み方法など詳しくは、各課へお問い合わせください。

高：60歳以上の人がいる世帯（単身者含む）
障：身体障害者手帳４級以上の障がいのある人がいる世帯（単身者含む）
単身：高・障に該当せず、同居者がいない人
一般：高・障・単身に該当しない世帯
高齢者世話付住宅：次のいずれかに該当する世帯。①安否確認が必要と認められ
る60歳以上の単身者、②①に該当する人とその配偶者で構成される世帯、③①に
該当する人とその親族（配偶者を除く60歳以上の人）１人で構成される世帯


